
（仮称）川崎市子ども・子育て支援事業計画（素案）  

＜計画策定の根拠＞（仮称）川崎市子ども・子育て支援事業計画の策定にあたっては、国の基本指針に即して、５年を１期とする「教育・保育」及び「地域子ども・子育て支援事業」の提供体制の確保、その他「子ども・子育

て支援法」に基づく業務の円滑な実施に関する計画を定めることとしている。（→ 法第６１条及び第６２条）

第１章 計画の策定にあたって 

１ 策定の背景と趣旨 

（１）計画策定の背景 （２）計画策定の趣旨 

２ 計画の位置付け 計画の根拠、新たな総合計画等との関係・連携 等 

３ 計画の期間  平成 27 年度から平成 31年度までの５年間 

４ 計画の対象 おおむね 18 歳１８歳未満のすべての子どもとその家族、今後親となる世代

第２章 子ども・若者や子育て家庭の状況 

Ⅰ 本市の社会状況～少子高齢化と人口減少

（１）急速な少子化と生産年齢人口の減少 （２）未婚・晩婚化の進行 

（３）女性の就業率の上昇とＭ字カーブ 

Ⅱ 家庭の状況 ～核家族化の進行と子育ての意識変化 

（１）ひとり暮らし世帯や核家族の増加  （２）子育てについての意識 

（３）ライフスタイルの多様化と暮らしの変化 

Ⅲ 地域の状況 ～地域のつながりや子育て環境の変化 

（１）地域のつながりの変化 （２）働き方や住まい方の変化 

（３）子どもの育つ環境の変化 

Ⅳ 子ども・若者を取り巻く状況 

（１）支援が必要な子どもの状況 （２）多様化する子育てニーズの状況 

（３）自立が必要な若者の状況 

第３章 計画の基本的な方向 

１ 計画の基本理念

２ 計画の基本的視点

①一人ひとりの子どもを尊重する視点 ⑤「ワーク・ライフ・バランス」を実現する視点 

②次代の親を育む視点 ⑥すべての子どもと家庭を支援する視点 

③親育ちの過程を支援する視点 ⑦子ども・子育て支援の量・質両面を充実する視点 

④地域社会全体で子ども・子育てを支援する視点 ⑧地域の実情に応じた視点 

３ 計画の基本目標

基本目標Ⅰ 子どもの権利を尊重する社会づくり 基本目標Ⅳ 親と子が健やかに暮らせる社会づくり 

基本目標Ⅱ 子育てを社会全体で支える環境づくり 基本目標Ⅴ 子育てを支援する体制づくり 

基本目標Ⅲ 乳幼児期の保育・教育の環境づくり 基本目標Ⅵ 子どもと子育てにやさしいまちづくり 

●（仮称）川崎市子ども・子育て支援事業計画の施策体系と推進項目（別紙）

●計画（素案）章立て
第４章 基本施策の展開 

基本目標ごとに位置付けられた推進項目とその取組 

基本目標 施策の方向 主な取組 

Ⅰ 子どもの権利の尊重 
■子どもの権利の普及・啓発 ■子どもの権利保障に関する相談支援

体制の充実 ■子どもの参加の促進 

Ⅱ 
子育て家庭への支援の充実 

■家庭の育てる力を支える仕組みづくりの推進 

■ワーク・ライフ・バランスの推進 ■子育て家庭への経済的支援 

地域全体で担う子育ての推進
■地域社会資源の発掘・育成 ■区役所を拠点とした「地域活動のマ

ネジメント」 ■子育て家庭のニーズに合った情報提供・助言 

Ⅲ 

幼児教育の充実と教育・保育の一体的な推進 
■認定こども園への移行の促進 ■幼児教育の質の向上 ■幼保小連

携の推進 

保育需要への適切な対応 ■多様な手法による確保策の推進 

保育の質の維持・向上 ■保育の質の維持・向上 

多様な保育ニーズへの対応と充実 ■多様な保育ニーズへの対応と充実 

サービス利用における受益と負担の適正化 ■サービス利用における受益と負担の適正化 

待機児童対策の推進 ■待機児童対策の推進 

Ⅳ 
子どもの健やかな成長 

■安心して妊娠・出産できる環境づくり ■乳幼児の健やかな発育・

発達を支える ■学齢期・思春期の子どもの心と体の健康を増進する 

生きる力を育む取組の推進 ■キャリア在り方生き方教育の推進■放課後の活動を通した健全育成 

Ⅴ 

社会的養護が必要な子どもへの支援の充実 
■社会的養護（里親制度）の推進 ■家庭に近い環境での専門的な支

援の推進 

ひとり親家庭への支援の充実 
■相談・支援体制の充実 ■家庭の生活を支援する取組の推進 

■自立に向けた子どもへの支援の充実 

発達に課題のある子どもと家庭への支援の充実 ■相談・支援体制の充実 ■障害児の医療・福祉サービスの提供 

自立が必要な子ども・若者への支援の充実 ■ニート・ひきこもり対策の推進 ■子ども・若者対策の総合的な推進

一人ひとりの教育的ニーズに対応する ■支援教育の推進 

児童虐待対策の推進 
■育児支援と虐待の発生予防の推進 ■虐待の早期発見・早期対応の

充実 ■専門的支援の充実・強化 

ＤＶ防止・被害者支援の推進 
■ＤＶの理解に関する普及・啓発 ■ＤＶ被害者の早期発見・早期対

応の充実 ■専門的支援の充実・強化 

Ⅵ 

子育てに配慮した生活環境の推進 

■子育てに配慮した住宅の普及促進 ■安心・安全な歩行空間や建物

等の整備 ■安心・安全な公園・緑地の整備 ■交通安全対策の推進

■家庭における乳幼児の事故の未然防止の推進 ■食の安全の確保 

子どもを犯罪から守り犯罪を防止する活動の

推進 

■子どもを犯罪等の被害から守るための活動の推進 ■青少年の非行

防止活動の強化 ■安心してインターネット等を利用するための啓発

活動の推進 

第５章 教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業の量の見込み 
・前提条件（提供区域の考え方、児童人口推計 等） 
・教育・保育の量の見込みについて（1号・2 号・3号認定、年度ごとの量の見込みと確保策、整備計画） 
・地域子ども・子育て支援事業について（一時預かり、延長保育、地域子育て支援拠点事業等、年度ごと
の目標事業量） 

第６章 計画の推進に向けて 

・推進体制（→ 家庭、地域、企業、行政 等） 
・計画の進行管理（→ 計画の進捗管理、事業評価、情報公開 等）

子どもの笑顔があふれるまち・かわさき
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基本理念 子どもたちの笑顔があふれるまち・かわさき 

＜計画の基本的視点＞ 

基本目標Ⅰ 子どもの権利を尊重する社会づくり 

基本目標Ⅱ 子育てを社会全体で支える環境づくり 

基本目標Ⅱ 乳幼児期の保育・教育の環境づくり 

基本目標Ⅴ 子育てを支援する体制づくり 

基本目標Ⅵ 子どもと子育てにやさしいまちづくり 

１ 子育て家庭への支援の充実 

 ■家庭の育てる力を支える仕組みづくりの推進 

 ■ワーク・ライフ・バランスの推進 

 ■子育て家庭への経済的支援

２ 地域全体で担う子育ての推進 

 ■地域社会資源の発掘・育成 

 ■区役所を拠点とした「地域活動のマネジメント」 

 ■子育て家庭のニーズに合った情報提供・助言

１ 子どもの権利の尊重 

 ■子どもの権利の普及・啓発 

 ■子どもの権利保障に関する相談支援体制の充実 

 ■子どもの参加の促進

１ 幼児教育の充実と教育・保育の一体的な推進 

 ■認定こども園の移行の促進 

 ■幼児教育の質の向上 

 ■幼保小連携の推進

２ 多様な保育の量の拡充と質の改善 

 ■多様な手法による確保策の推進 

 ■多様な保育ニーズへの対応と充実 

 ■保育の質の維持・向上 

 ■サービス利用における受益と負担の適正化 

 ■待機児童対策の推進

基本目標Ⅳ 親と子が健やかに暮らせる社会づくり 

２ 生きる力を育む取組の推進 

 ■キャリア在り方生き方教育の推進 

 ■放課後の活動を通した健全育成 

１ 子どもの健やかな成長 

 ■安心して妊娠・出産できる環境づくり 

 ■乳幼児の健やかな発育・発達を支える 

 ■学齢期・思春期の子どもの心と体の健康を増進する

１ 社会的用語が必要な子どもへの支援の充実 

 ■社会的養護（里親制度）の推進 

 ■家庭に近い環境での専門的な支援の推進

２ ひとり親家庭への支援の充実 

 ■相談・支援体制の充実 

 ■家庭の生活を支援する取組の推進 

 ■自立に向けた子どもへの支援の充実

３ 発達に課題のある子どもと家庭への支援の充実

 ■相談・支援体制の充実 

 ■障害児の医療・福祉サービスの提供

４ 自立が必要な子ども・若者への支援の充実 

 ■ニート・ひきこもり対策の推進 

 ■子ども・若者対策の総合的な推進

５ 児童虐待対策の推進 

 ■育児支援と虐待の発生予防の推進 

 ■虐待の早期発見・早期対応の充実 

 ■専門的支援の充実・強化

６ ＤＶ防止・被害者支援の推進 

 ■ＤＶの理解に関する普及・啓発 

 ■ＤＶ被害者の早期発見・早期対応の充実 

 ■専門的支援の充実・強化

１ 子育てに配慮した生活環境の推進 

 ■子育てに配慮した住宅の普及促進 

 ■安心・安全な歩行空間や建物等の整備 

 ■安心・安全な公園・緑地の整備 

■交通安全対策の推進 

 ■家庭における乳幼児の事故の未然防止の推進 

 ■食の安全の確保

２ 子どもを犯罪から守り犯罪を防止する活動の推進 

 ■子どもを犯罪等の被害から守るための活動の推

進 

 ■青少年の非行防止活動の強化 

 ■安心してインターネット等を利用するための啓

発活動の推進
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① 一人ひとりの子どもを尊重する視点 
② 次代の親を育む視点 
③ 親育ちの過程を支援する視点 
④ 地域社会全体で子ども・子育てを支援する視点

⑤ 「ワーク・ライフ・バランス」を実現する視点 
⑥ すべての子どもと家庭を支援する視点 
⑦ 子ども・子育て支援の量・質両面を充実する視点 
⑧ 地域の実情に応じた視点


